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自主的な改善努力による財
政健全化

・財政健全化計画の策定（議会の議決）、
外部監査の要求の義務付け

・実施状況を毎年度議会に報告し公表

・早期健全化が著しく困難と認められる
ときは、総務大臣又は知事が必要な勧
告

公営企業の経営の健全化

国等の関与による確実な再生
・財政再生計画の策定（議会の議決）、外部
監査の要求の義務付け

・財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意
を求めることができる
【同意無】 ⇒ 地方債の起債を制限

【同意有】 ⇒ 計画期間内で再生振替特例債を発行

・財政運営が計画に適合しないと認められる
場合等においては、予算の変更等を勧告

○赤字団体が申出により、財政
再建計画を策定（総務大臣の
同意が必要）

財政の再生

地方財政再建促進特別措置法
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指標整備と情報開示の徹底

・フロー指標：
①実質赤字比率、②連結実質赤字比率、
③実質公債費比率

・ストック指標：
将来負担比率＝公社・三セク等を含め
た将来の実質的負債を測る指標

⇒ 監査委員の審査に付し議会報告、住
民公表

健全段階

＜現行制度の課題＞

・分かりやすい財政情報の開示等が不十分

・再建団体の基準しかなく、早期是正機能がない

・普通会計を中心にした収支の指標のみで、ストック（負債等）
の財政状況に課題があっても対象とならない

・公営企業にも早期是正機能がない 等の課題 ○公営企業もこれに準じた再建制度
（地方公営企業法)

財政の早期健全化

（指標の公表は平成１９年度決算から、財政健全化計画の策定の義務付け等は平成２０年度決算から適用）

※赤字比率が５％以上の都道府県、２０％以上
の市町村は、法に基づく財政再建を行わなけれ
ば建設地方債を発行できない

地方公共団体の財政の健全化に関する法律について
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公営事業会計

普通会計

特別会計（公営事業会計を除く）
・公債管理特別会計・母子寡婦福祉特別会計 等

一般会計

対

象

外

会

計

○収益事業 ○その他（公立大学附属病院事業・地財法上の公営企業以外の事業か
つ地公企法の非適用事業）

○国民健康保険事業、介護保険事業 等
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（
会
計
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）

○地公企法の一部適用事業（§２②） ・病院事業

○地公企法の当然適用事業（§２①） ・水道事業、交通事業など７事業

地方公営企業法

現行指標の対象範囲 指標の対象範囲(イメージ)

○一部事務組合・広域連合

○地方独立行政法人 ○地方三公社 ○第三セクター

一部事務組合等
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○地財法上の公営企業（§６）かつ地公企法の非適用事業
・地公企法非適用の下水道事業、観光施設事業、港湾整備事業、宅地造成事業 等

○地公企法の任意適用事業（§２③） ・地公企法適用の下水道事業等

公営企業会計
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地方公共団体の会計
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※現行の再建制度においては、再建団体は、実質収支が均衡することが求められる

②～④

財政の早期健全化・財政の再生・公営企業の経営健全化のイメージ

財
政
悪
化早期健全化段階

①実質赤字比率（現行）

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

再生段階
α ％ β％

（参考）現行の再建制度

①
早期健全化団体の計画目標
・①は均衡する（０％）こと
・②～④はαを下回ること

再生団体の計画目標
・①は均衡する（０％）こと
・②～④はαを下回ること

①

②～④

０％

再生団体

実質赤字比率
０％

γ ％

準用再建団体

公営企業
会計

早期健全化団体

（財政の早期健全化・再生）

（公営企業の経営健全化）

⑤資金不足比率

経営健全化団体
⑤計画目標

・⑤はγを下回ること ６



地方公共団体の財政の健全化に関する法律（抜粋）

第２条

四 将来負担比率 地方公共団体のイからチまでに掲げる額の合算額がリからル

までに掲げる額の合算額を超える場合における当該超える額を当該年度の前年

度の標準財政規模の額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値

ヘ 当該年度の前年度末における当該地方公共団体が単独で又は他の地方公

共団体と共同して設立した法人で政令で定めるもの（以下この号において「設立

法人」という。）の負債の額及び当該地方公共団体が設立法人以外の者のため

に債務を負担している場合における当該債務額のうち、これらの者の財務内容

その他の経営の状況を勘案して当該地方公共団体の一般会計等において実

質的に負担することが見込まれるものとして総務省令で定めるところにより算定

した額

第２条第４号ヘ

＜平成１９年６月２２日公布＞
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（趣旨） 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率

○将来負担額の内容

イ 一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高

ロ 債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第５条各号の経費等に係るもの）

ハ 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの繰入見込額

ニ 当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額

ホ 退職手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額

へ 土地開発公社・地方道路公社等の負債の額及び第三セクター等の損失補償債務額のうち、

当該法人の財務・経営状況を勘案した一般会計等の実質負担見込額

ト 連結実質赤字額

チ 組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額

○将来負担額から控除されるもの

リ イからヘに充当することができる地方自治法第241条の基金

ヌ 特定財源見込額

ル 地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額

健全化法における将来負担比率の算定方法

８

将来負担比率＝
将来負担額（下記の地方債現在高等を除く）

標準財政規模－（元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）


